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平成18年6月に成立した「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する

法律」を契機に、地方の資産・債務改革の一環として「新地方公会計制度の整備」が位置付

けられました。これにより、「新地方公会計制度研究会報告書」で示された「基準モデル」

又は「総務省方式改訂モデル」を活用して、地方公共団体単体及び関連団体等を含む連結

ベースでの財務書類を、作成、公表するよう通知されました。

現在では、多くの地方公共団体が財務書類の作成に取り組んでいますが、上記のとおり

「基準モデル」、「総務省改定方式モデル」のほか、「東京都方式」など複数の作成方式が

存在しており、団体間での比較が困難であるなどの課題がありました。

このため、総務省は平成27年1月に「統一的な基準による地方公会計マニュアル」を公表

し、複数存在していた財務書類の作成方法を「統一的な基準」として一本化し、原則として

平成29年度（平成28年度決算）からは、全ての地方公共団体に作成、公表するように要請

しています。

ỄḰ

本市では、平成27年度決算から、より精緻な財務情報を提供するため、「統一的な基準」

により財務書類を作成しています。「統一的な基準」による財務書類３表の作成により、団

体間の比較可能性が確保されることで将来的には予算編成や決算分析での活用が可能となり

ます。

全国的には平成27年度決算から整備が始まったこの「統一的な基準」による財務書類の作

成・公開も一定の整備が進む中で、総務省においては、これらの作成・公開した財務書類を

自治体運営にどの様に活用して行けるかという点が近年重視されています。

これら財務書類により導かれる数値はあくまで事後的な結果であり、これを将来の様々な

自治体運営判断の局面において有効に活用出来るか否かが、これからの取り組みとして必要

となってくるため、本市においても引き続き適時適正な財務書類の公開と活用を意識して来

年度以降も取り組んでまいりたいと考えております。

また一般企業における利害関係者は主に株主や債権者となりますが地方公共団体において

は市民の皆様がこれにあたることから、市民の皆様が受けられる行政サービスとそれに対す

る行政のコストの均衡、そして昨今の様な予見し難い情勢の変化の際も市民の皆様の生活の

安定を確保するための道しるべとして財務書類を公開し、活用するという取り組みを今後も

引き続き取り組んでまいります。
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（１）統一的な基準の特徴

現金取引（歳入・歳出）だけでなく、フロー情報（期中の収益・費用、純資産の内部

構成の変動）やストック情報（資産・負債・純資産の期末残高）を網羅的に把握するこ

とができます。

（２）会計の区分

①一般会計等 … 総務省の「地方財政状況調査」で、「公営事業以外の会計」を総合

して一つの会計とし、地方公共団体間の比較を容易にするために作成する

会計

②全体 … 一般会計等に特別会計と公営企業会計を含めた市全体の会計

③連結 … 全体（市全体）に外郭団体である一部事務組合等、地方三公社、第三セク

ター等を含めたもの

・一部事務組合等 ※連結にあたっては、負担割合等に応じた比例連結

・地方三公社（該当なし）

・第三セクター等 ※本市の出資（出捐）比率が50％以上の法人及び25％以上

50％未満の法人で、財政支援や人的関与があるなど、法

人経営に主導的な立場を確保していると認められる法人

一般会計

土地取得事業特別会計

野洲川基幹水利施設管理事業特別会計

Ṯ ṕ Ṗṯ

Ṯ ṯ

Ṯ ṕ Ṗṯ

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

水道事業会計

病院事業会計

診療所事業会計

介護老人保健施設事業会計

ʤ ˗ ̝

一部事務組合、広域連合

甲賀広域行政組合

公立甲賀病院組合

滋賀県市町村交通災害共済組合

滋賀県市町村職員研修センター

滋賀県市町村議会議員公務災害補償等組合

滋賀県後期高齢者医療広域連合

第三セクター等

信楽高原鐵道（株）

（財）土山町緑のふるさと振興会

（有）グリーンサポートこうか

（財）あいの土山文化体育振興会

（社）あいの土山福祉会

（財）甲賀創健文化振興事業団

（株）道の駅あいの土山

（株）あいコムこうか

（独）公立甲賀病院
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（３）作成基準日及び対象期間

貸借対照表は、令和２年3月31日を作成基準日としています。

行政コスト計算書及び純資産変動計算書、資金収支計算書は、平成３１年4月1日から

令和２年3月31日を対象期間としています。

ただし、令和２年4月1日から5月31日までの出納整理期間の収支は、基準日までに

終了したものとし、出納整理期間のない会計等についてもこれに準じています。

（４）財務書類の種類

①貸借対照表（バランスシート）（ＢＳ）

行政サービスを提供するために保有している資産とその資産をどのような財源で賄っ

てきたかを対照表で示した一覧表です。

②行政コスト計算書及び純資産変動計算書（ＰＬ及びＮＷＭ）

「統一的な基準」では、行政コスト計算書と純資産変動計算書を統合した表記とする

ことが認められています。本市では、行政コストの発生とそれに伴う純資産の変動との

関係性を分かりやすく示すため、統合した計算書を採用しています。

行政コスト計算書は、１年間の行政サービスのうち、資産形成に結びつかない行政サ

ービスに係る経費とその直接の対価として得られた財源（使用料・手数料等）を対比さ

せた計算書です。

純資産変動計算書は、純資産が１年間でどのような増減があったかを表している計算

書です。

③資金収支計算書（ＣＦ）

資金の増減内訳を活動区分に分けて表示した計算書です。
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（５）財務書類３表の関係
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貸借対照表 年度末時点の財政状況を示す
ストック情報（年度末の財政
状況を示す）

行政コスト計算書及
び純資産変動計算書

減価償却費・将来の退職金等（見えないお
金）を含む財政状況を示す

フロー情報（1年間の経営成績
を示す）資金収支計算書

現金主義により、資金収支（見えるお金）
による財政状況を示す

※ 当年度末のストック情報 ＝ 前年度末のストック情報 ＋ 本年度のフロー情報
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ṕBSṖ ṕ Ḳ Ṗ

ṕ Ṗ ṕ Ṗ

(ể) 180,141 267,472 279,935 (ể) 51,469 119,326 130,367

ṕ1Ṗ 172,310 256,370 267,727 45,104 73,094 73,854

88,545 89,872 98,933 6,216 6,244 9,744

83,033 162,584 162,584 150 39,988 46,768

732 3,914 6,210 (Ễ) 5,063 8,905 10,746

ṕ2Ṗ 14 2,545 2,725
1

3,828 6,135 6,473

ṕ3Ṗ
7,816 8,558 9,483 0 1,451 2,048

667 667 1,358 1,235 1,320 2,225

465 850 851

6,391 6,789 7,198

Ẏ34 Ẏ76 Ẏ76

328 499 152

(Ễ) 5,556 13,402 19,621

2,435 9,015 13,777 56,532 128,232 141,113

168 944 2,263 ṕ Ṗ

2,860 3,317 3,323 129,165 152,643 158,443

Ẏ2 Ẏ13 Ẏ20

96 139 278

185,697 280,875 299,556 185,697 280,875 299,556

貸借対照表とは、これまでに取得した土地や建物などの資産がどのような財源で調達されたのかを明

らかにしたものです。毎年作成している地方公共団体の決算書は、１年間にどのような収入があり、何

にいくら使ったのかを明らかにするものですが、過去から形成された資産が現在どれだけあるかは読み

取ることができません。貸借対照表はバランスシートとも呼ばれ、左側（借方）に土地・建物・預金な

どの「資産」を示し、右側（貸方）にその資産を形成したために、今後、支払いが必要となる将来世代

の「負債」と、これまでの世代が既に負担してきた「純資産」が示されています。
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貸借対照表（連結） （単位：百万円）

30 30

277,007 279,935 2,928 126,378 130,367 3,989

265,248 267,727 2,479 75,830 73,854 Ẏ1,976

2,676 2,725 49 8,876 9,744 868

9,083 9,483 400 41,672 46,768 5,096

20,444 19,621 Ẏ823 10,530 10,746 216

12,316 13,777 1,461 1 6,461 6,473 12

4,760 2,263 Ẏ2,497 2,231 2,048 Ẏ183

3,090 3,323 233 1,838 2,225 387

Ẏ63 Ẏ20 43 136,908 141,113 4,205

341 278 Ẏ59

160,543 158,443 Ẏ2,100

297,451 299,556 2,105 297,451 299,556 2,105

貸借対照表（全体） （単位：百万円）

30 30

264,679 267,472 2,793 115,798 119,326 3,528

252,824 256,370 3,546 68,672 73,094 4,422

2,631 2,545 Ẏ86 6,205 6,244 39

9,223 8,558 Ẏ665 40,921 39,988 Ẏ933

12,713 13,402 689 8,368 8,905 537

8,429 9,015 586 1 5,895 6,135 240

993 944 Ẏ49 1,049 1,451 402

3,055 3,317 262 1,424 1,320 Ẏ104

Ẏ13 Ẏ13 0 124,166 128,232 4,066

249 139 Ẏ110

153,226 152,643 Ẏ583

277,392 280,875 3,483 277,392 280,875 3,483

ṝ Ṟ

※公立甲賀病院の地方独立行政法人化に伴う会計処理により、
移行前の「地方債等」が「その他」に振り分けられたため、
見た目上は「地方債等」が減少しています。
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●項目の説明

ṕ1Ṗ-ṕ1Ṗ
①事業用資産：庁舎や学校などの有形固定資産
②インフラ資産：道路や河川などの社会基盤とな

る資産
③物品：器具備品や機械装置などの資産
ṕ1Ṗ-ṕ2Ṗ

ソフトウェア等の無形固定資産
ṕ1Ṗ-ṕ3Ṗ

有価証券や財政調整基金以外の基金など将来現金
化することが可能な資産
ṕ2Ṗ

①現金預金：経常収支額や歳計外現金などの現金
や預金の資産

②未収金：税収や使用料のうち納期限後1年を

経過していない未収金

ṕ1Ṗ
①地方債：地方債・借入金のうち、償還期限が1

年超の残高
②退職手当引当金：全職員が自己都合で退職した

と仮定して算出した退職金の総額
ṕ2Ṗ

１年以内に償還や支払いを要するものや、既に
支払い義務が確定しているもの

ẑ אל ךּ ḭלּ
טּ טּצּ
︡ ךּ ḭצּ︣

טּ ḭ
ךּ Ḯ

これまでの世代が負担して蓄積された資産
詳細は行政コスト計算書及び純資産変動計算書で

表す。

●貸借対照表の概要

これまでに当市では、一般会計等ベースで1,856 億円、全体ベースで2,808 億円、連結ベースで
2,995 億円の資産を形成してきています。

市が保有する資産のうち、約9割以上が事業用やインフラ用の資産である有形固定資産で構成され
ています。これらは行政サービスの提供など、市民生活やまちの形成に欠かせない社会の基盤となる
資産となっています。

また、純資産である1,291 億円（一般会計等）、1,526 億円（全体）、1,584 億円（連結）につい
ては、これまでの世代の負担で支払いが済んでおり、負債である565 億円（一般会計等）、1,282 億
円（全体）、1,411 億円（連結）については、今後負担すべき債務であることから、将来の世代が負
担していくことになります。

これらを市民１人当たりに換算すると一般会計等ベースでは、資産・負債・純資産の順に205 万
円、62万円、142 万円、全体ベースでは、310 万円、142 万円、169 万円、連結ベースでは、331 万
円、156 万円、175 万円となっています。

一般会計等と比べて、全体や連結の負債の割合が大きいのは、水道事業や下水道事業が将来の使用
料収入で回収することを前提に地方債を活用する仕組みとなっていることや、地方債の償還年限が一
般会計等よりも長いことが主な要因となっています。

借 方 貸 方

使う資産：土地、建物

売れる資産：売却予定土地、貸付金、
未納税金など

将来世代の負担：借金、将来使う退職金
など

過去・現世代の負担：補助金、これまでに
負担した税金

財産 財源

※財産（資産合計）と財源（負債・純資産合計）は必ず一致します。

נּ ṏ
家・車など家庭の財産（資産）とそれを調達するための借金（負債）、頭金など
既に支払いが済んでいるもの（純資産）を表しています。
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●貸借対照表とは・・・？

貸借対照表とは3月31日時点における資産（土地、建物、出資金、預金etc.. ）と負債（地方債、
引当金、未払金etc.. ）の金額を一覧に記載した書類です。そして資産と負債を差し引いたものが
、いわゆる純資産といわれるものであり長年の自治体運営の中で蓄積された財源が、どの様な使途
に使われているかを示しています。
企業会計においてもこの貸借対照表は重要な種類として位置付けられており、貸借対照表の仕組み
を理解することが、自治体の財政状態を見る上で重要となります。

ここで、貸借対照表をよりご理解頂くため、とあるフィクションの二つの家庭の財政状態を貸借対
照表にした場合を考えてみましょう。

この二つの貸借対照表を比較すると、どちらの家庭の財政状態が良いでしょうか？

答えは、この令和2年3月31日の時点だけを考えると、預貯金の額や純資産の額から○○家の方が財
政状態が良いと言えます。

では××家の貸借対照表はどの様に評価すれば良いでしょうか。××家の現預金や純資産は○○家より
もかなり少ない状態になっています。株式のような金融資産も保有していません。しかし見方を変え
ると、××家の自宅の土地建物は○○家の自宅土地建物の倍の価値があります。つまり住宅ローンの
返済が進んでいくと、○○家よりも良い財政状態となることも考えられます。

○○家は自宅を住宅ローンで建築してから一定年数が経過していることが読み取れますので、そろそ
ろ修理をしたり、場合によっては、改築や増築ということも必要となっているかもしれません。それ
に伴い住宅ローンが増加することも考えられます。

つまり、統一的な基準に基づく貸借対照表の内容を理解し読み解くことは、一時点の財政状態を把握
出来るだけでなく、将来的な財政の見通しを判断する材料も含まれているということです。

＊○○家の住宅ローンは当初20,000 千円と仮定 ＊××家の住宅ローンは当初40,000 千円と仮定

˷˷ᴪ סּ 2 3Ὦ31̓̓ᴪ סּ 2 3Ὦ31

5,000
15,000

100

3,000

ṇ 10,000

13,100

23,100 23,100

Ḳ

10,000
30,000

500

ṇ 38,000

2,5 00

40,5 00 40,500

Ḳ
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行政コスト計算書及び純資産変動計算書（PL及びNWM） （単位：百万円）

項目 一般会計等 全体 連結

１ 経常費用 計 (行政コスト総額) 36,107 55,972 76,310

① 人件費 7,015 8,239 14,824

② 物件費等 13,175 18,444 23,268

③ その他の業務費用 309 1,555 4,081

④ 移転費用 15,608 27,735 34,136

２ 経常収益 1,738 6,498 18,027

３ 臨時損失 0 47 189

４ 臨時利益 26 27 191

34,343 49,495 58,281

５ 財源 32,519 48,767 57,131

① 税収等 25,436 32,756 36,118

② 国県等補助金 7,083 16,011 21,014

Ẏ1,824 Ẏ728 Ẏ1,149

６ 資産評価差額 Ṩ Ṩ Ṩ

７ 無償所管換等 141 145 159

８ その他の純資産変動額 Ṩ Ṩ Ẏ1,109

Ẏ1,683 Ẏ583 Ẏ2,100

130,848 153,226 160,543

129,165 152,643 158,443

行政コスト計算書とは、１年間の行政運営コストのうち、福祉サービスなどの提供といった資産形成

に結びつかない行政サービスに要したコストを人件費、物件費等、その他の業務費用、移転費用に区分

して表示したものです。

純資産変動計算書とは、純資産（過去の世代や国・県が負担した将来返済しなくてよい財産）が年度

中にどのように増減したかを、①財源、②資産評価差額、③無償所管替等、④その他に区分して表示し

たものです。
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ṝ Ṟ

30

( ) 55,292 55,972 680

8,351 8,239 Ẏ112

18,402 18,444 42

1,256 1,555 299

27,283 27,735 452

7,231 6,498 Ẏ733

18 47 29

259 27 Ẏ232

47,820 49,495 1,675

46,855 48,767 1,912

31,903 32,756 853

14,952 16,011 1,059

Ẏ964 Ẏ728 236

Ṩ Ṩ

Ẏ119 145 264

Ṩ Ṩ

Ẏ1,083 Ẏ583 500

154,309 153,226

153,226 152,643 Ẏ583

行政コスト計算書及び純資産変動計算書（全体） （単位：百万円）

行政コスト計算書及び純資産変動計算書（連結） （単位：百万円）

30

( ) 73,485 76,310 2,825

14,599 14,824 225

22,888 23,268 380

1,652 4,081 2,429

34,346 34,136 Ẏ210

15,816 18,027 2,211

27 189 162

250 191 Ẏ59

57,445 58,281 836

55,674 57,131 1,457

36,331 36,118 Ẏ213

19,343 21,014 1,671

Ẏ1,771 Ẏ1,149 622

Ṩ Ṩ

Ẏ115 159 274

Ẏ951 Ẏ1,109 Ẏ158

Ẏ2,837 Ẏ2,100 737

163,380 160,543

160,543 158,443 Ẏ2,100



12

●項目の説明

●経常費用

人件費 ： 職員給与や議員報酬、退職給付費用（退職手当引当金として繰り入れた額）など

物件費等 ： 備品や消耗品、委託料、施設等の維持修繕に係る経費や事業用資産の減価償却費など

その他の業務費用 ： 地方債・借入金の償還利子、徴収不能引当金繰入額など

移転費用 ： 市民への補助金や児童手当、生活保護費などの社会保障費など

●経常収益 ： 施設を使用した際に徴収する使用料や証明書の発行手数料、財産売払収入など

●臨時損失 ： 災害復旧に要する経費、資産の除却や売却により生じた損失など

●臨時利益 ： 資産の売却により生じた利益など

●財源

税収等 ： 市税、地方交付税、分担金・負担金、特別会計の保険料等の収入など

国県等補助金 ： 国や県からの補助金収入など

●資産評価差額 ： 有価証券等の資産の評価差額など

●無償所管換等 ： 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等など

●概要

【行政コスト計算書】

令和元年度の行政コストの総額は、一般会計等ベースで361 億円、全体ベースで560 億円、連結
ベースで763 億円になります。これを市民1人当たりに換算すると、一般会計等ベースで40万円、全
体ベースで62万円、連結ベースで84万円になります。

行政サービスの利用に対する市民の皆さまが負担する使用料・手数料などの経常収益は、それぞれ
17億円（一般会計等）、65億円（全体）、180 億円（連結）になります。行政コスト総額と経常収
益に臨時損益を加減した純行政コストは、それぞれ343 億円（一般会計等）、495 億円（全体）、
583 億円（連結）で、この不足分は市税や地方交付税などの一般財源や国県補助金の移転収入で賄っ
ています。

【純資産変動計算書】

令和元年度においては、純資産が一般会計等ベースで17億円減少、全体ベースで6億円減少、連結
ベースで21億円減少しています。その結果、本年度末純資産残高は、それぞれ1,292 億円（一般会計
等）、1,526 億円（全体）、1,584 億円（連結）となりました。純資産が減少したのは、本年度差額
（純行政コストに対して本年度の財源が不足）が生じたことによるものです。

נּ ṏ
生活費などの日常的な現金支出（家や車など資産になる支出は除く）と、
現金支出を伴わない費用（減価償却費等）が１年間でどれだけかかったかを表しています。

נּ ṏ
家庭の財産のうち、既に支払いが済んでいるもの（純資産）が１年間でどのように増減したか
を表しています。
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資金収支計算書（CF） （単位：百万円）

項目 一般会計等 全体 連結

( ) ( - + - ) 2,442 5,418 8,904

①業務支出（※） 30,804 47,538 66,363

②業務収入 33,245 53,003 72,636

③臨時支出 Ṩ 47 47

④臨時収入 Ṩ 0 2,678

( ) ṕ Ṩ Ṗ Ẏ8,265 Ẏ9,472 Ẏ11,436

①投資活動支出 10,839 12,694 15,128

②投資活動収入 2,574 3,221 3,692

( ṧ ) ▲5,823 ▲4,054 ▲2,532

( ) ṕ Ṩ Ṗ 6,038 4,662 6,636

①財務活動支出 3,558 5,895 6,554

②財務活動収入 9,596 10,557 13,190

ể ( ṧ ṧ ) 215 607 4,104 

Ễ 1,526 7,713 11,600

ễ לּ - - Ẏ2,621

Ệ ṕ ṧ ṧ Ṗ 1,741 8,321 13,082

（※）うち、地方債等支払利息支出 207 802 967

A 716 716 717

B ▲22 ▲22 ▲22

C ṕAṧBṖ 694 694 695

ṕỆṧCṖ 2,435 9,015 13,777

ễḰ

資金収支計算書とは、１年間の資金の増減を業務活動収支、投資活動収支、財務活動収支に区分し、
金額を表示したもので、どのような活動に資金が必要であったか表示したものです。

1,093 1,264 1,307

1,325 1,465 1,580
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30

5,138 5,418 280

ṕẑṖ 46,939 47,585 646

52,076 53,003 927

Ẏ4,930 Ẏ9,472 Ẏ4,542

8,962 12,694 3,732

4,032 3,221 Ẏ811

208 Ẏ4,054 Ẏ4,262

Ẏ150 4,662 4,812

6,308 5,895 Ẏ413

6,158 10,557 4,399

58 607 549

7,655 7,713

Ṩ Ṩ Ṩ

7,713 8,321 608

ṕẑṖ 893 802 Ẏ91

679 716 －

37 Ẏ22 Ẏ59

716 694 Ẏ22

8,429 9,015 586

ṝ Ṟ

ṕ Ṗ （単位：百万円）

3,077 1,264

2,644 1,465

1,534
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ṝ Ṟ

ṕ Ṗ （単位：百万円）

30

4,360 8,904 4,544

ṕẑṖ 62,644 66,410 3,766

67,003 75,314 8,311

Ẏ4,569 Ẏ11,436 Ẏ6,867

9,541 15,128 5,587

4,972 3,692 Ẏ1,280

Ẏ209 Ẏ2,532 Ẏ2,323

371 6,636 6,265

6,951 6,554 Ẏ397

7,322 13,190 5,868

162 4,104 3,942

11,477 11,600 Ṩ

Ẏ39 Ẏ2,621 Ẏ2,582

11,600 13,082 1,482

ṕẑṖ 994 967 Ẏ27

680 717 Ṩ

37 Ẏ22 Ẏ59

717 695 Ẏ22

12,316 13,777 1,461

3,112 1,307

2,700 1,580

1,196



16

●項目の説明

イ－①業務支出 ：行政サービスを行う中で、毎年度継続的に支出されるもの

（人件費、物件費、補助費、扶助費、地方債等支払利子など）

イ－②業務収入 ：行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入されるもの

（市税、保険料、使用料、手数料など）

イ－③臨時支出 ：行政サービスを行う中で、臨時的に支出されるもの（災害復旧事業費など）

イ－④臨時収入 ：行政サービスを行う中で、臨時的に収入されるもの（資産の売却に伴う収入など）

ロ－①投資活動支出：公共施設や道路整備などの資産形成、投資や貸付金などの金融資産形成に支出したもの

ロ－②投資活動収入：土地などの固定資産の売却収入など

ハ－①財務活動支出：地方債や借入金などの元本の償還

ハ－②財務活動収入：地方債や借入金の収入

３ 比例連結割合

変更に伴う差額：連結対象の一部事務組合等において、本市の経費負担割合が変更した場合の純資産

残高の調整額

歳計外現金 ：職員給与費等から徴収した税金や社会保険料、契約保証金など、市の所有に

属さない現金

●資金収支計算書の概要

令和元年度は、資金が一般会計等ベースでは2億円、全体ベースでは6億円、連結ベースでは14億
円増加しています。その結果、本年度末資金残高は、それぞれ17億円（一般会計等）、83億円（全
体）、130 億円（連結）となりました。これを市民1人あたりに換算すると、一般会計ベースでは
2万円、全体ベースでは9万円、連結ベースでは15万円になります。

利払後基礎的財政収支は、公債費を賄う財源となるものですが、それぞれ▲58億円（一般会計
等）、▲40億円（全体）、▲25億円（連結）となります。また、「統一的な基準」では、支払利息
支出を除く業務活動収支及び基金取崩額と基金積立額を除く投資活動収支の合算により基礎的財政
収支（プライマリーバランス：地方債等の債務の元利払いと地方債等の収入を除いた収支）を簡便
的に算出することができます。基礎的財政収支は、それぞれ▲58億円（一般会計等）、▲34億円
（全体）、▲18億円（連結）となり、すべてで赤字となりました。

財務活動収支額はそれぞれ60億円（一般会計等）、47億円（全体）、66億円（連結）となって
います。これは、地方債等の借入額が償還額より多かったことを示しています。

利払後基礎的財政収支の赤字分を財務活動収支の黒字分で差し引くことで、本年度資金収支額が
算出されます。前年度資金残高と加減することで、本年度末資金残高が算出され、さらに本年度末
歳計外残高を合算すると、貸借対照表の現金預金と一致します。

נּ ṏ
１年間の現金の収入と支出を

・日常生活の収支（経常的収支）
・財産形成の収支（投資活動収支）
・借金の借入や返済（財務活動収支）

に分けて表しており、家計簿のようなものです。
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財務書類の数値を使用して指標化することにより、様々な財務状態を読み取ることができます。

以下の表において、本市と同じ「統一的な基準」で作成され公表されている類似団体のうち人口・
面積等が同規模の都市と各指標の比較を行いました。

ểḰ 1 טּ ḱ ḱ ḱ

市民1人当たりで、どれくらいの資産・負債があるのか、また、1人当たりどの程度の人件
費・行政コストがかかるのかを比較しました。（平成30年及び令和元年度決算における連
結ベースで比較）

本市の1人当たりの資産は331 万円で最も高くなり、負債（借金）も156 万円と2番目に高
くなりました。1人当たりの人件費も16万円で最も高く、純行政コストは64万円と中位と
なりました。

住民一人当たりの資産は比較的蓄積が進んでいますが、資産形成のための資金調達である
負債もそれに伴い高くなっていることがわかります。

∞ Τϣ ӃπΦϥ︠σ◙

（万円）

90,510 91,682 86,744 87,691 98,546

481.62 558.23 421.24 472.33 315.70

157.91 218.18 90.79 89.98 107.52

（連結会計）
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ỄḰ ṕ ė Ṗ

資産のうち返済義務のない純資産の割合を示すもので、企業でいう「自己資本比率」に相
当し、この比率が高いほど財政状況が健全であるといえます。（平成30年及び令和元年度
決算における連結ベースで比較）。純資産比率の目安となる値は60～70％とされています
が、本市は53％となっています。本市の前年データと比較しても若干減少しています。

純資産比率の減少は理論的には現世代が将来世代にとっても利用可能であった運営資源を
消費して便益を享受する一方で、将来世代に負担が先送りされたことを意味すると考えら
れています。

ễḰ ṕ ė Ṗ

純資産に対する負債の割合を示すもので、負債比率が低いほど財政状況が健全であるとい
えます。本市の負債比率は89％で、2番目に高い数値となっています。（平成30年及び令
和元年度決算における連結ベースで比較）

（連結会計）

（連結会計）
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ỆḰ ṙṕ ṧ1 Ṗė Ṛ

社会資本の整備結果を示す事業用資産、インフラ資産、物品を地方債などの負債によって
どれくらい調達したかを表します。この指標が高いほど将来の世代が負担する割合が高い
ことを表します。（平成30年及び令和元年度決算における連結ベースで比較）

本市の場合、将来世代の負担率が30％となり、前年度よりは低下しましたが中位となって
います。

ệḰ ṕ ė Ṗ

行政サービスには、受益者が直接負担することが望ましい費用があり、これらの費用は受
益者負担の観点から、費用の一部を使用料や手数料として利用者から徴収しています。こ
れらの使用料・手数料など（経常収益）と行政コスト（経常費用）の割合を受益者負担率
といいます。（平成30年及び令和元年度決算における連結ベースで比較）

本市の受益者負担比率は24％で最も高くなりました。本市においては、連結対象である公
立病院の病院事業収支が含まれるため、比較団体よりも高くなっています。

※連結対象である公立病院の病院事業収支を含むため高い比率となる

（連結会計）

（連結会計）
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ỈḰ ṕ ė Ṗ

これは、資産の老朽化を推定する一つの方法で、資産の耐久年数の何割を経過している
かを計算しています。この数値が高ければ資産の更新時期が近付いていることを示して
います。（平成30年及び令和元年度決算における連結ベースで比較）

本市の有形固定資産減価償却率は46％で、比較団体の中では下から2番目に低くなって
いますが、これはここ数年で積極的な公共投資を行ったためであり、既存の施設につい
ては経年により老朽化が進んでいます。

ỉḰ ṕ ė Ṗ

これは、今年度計上した減価償却費と今年度支出した公共施設整備費支出を比べ過去の
資産形成に比してどれだけ投資を行っているかを表す指標となります。（平成30年及び
令和元年度決算における連結ベースで比較）

本市の資産形成率は128 ％で100% を超えており、過去に比して公共施設整備を拡充し
た年度となっています。

（連結会計）

（連結会計）
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Ẇ ḱ ḱ

全国平均との比較より、資産形成度を表す住民一人当たりの資産額は一般会計等
・全体会計共に全国平均を上回ることとなり、本市の住民一人当たりの資産の蓄
積は、全国の平均水準を超えてなされていることがわかります。その一方で健全
性の指標である住民一人当たりの負債額が全国平均を上回っています。

また効率性を示す住民一人当たりの行政コストは一般会計等・全体会計共にほぼ
全国平均に近い数字となっており、行政活動の効率性は全国の平均水準とそれほ
ど相違ないものとなっています。

ʠЛ

ể ḱ ḱ （一般会計等、全体会計）
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Ẇ 純資産比率

純資産比率は、世代間公平性（将来世代と現世代の負担の分担の適切性）を評価
する指標であり、一般会計等、全体会計共に純資産比率は全国平均とほぼ同じ結
果になりました。

ểỂḰ ṕ 5Ṍ10 Ṗ

Ẇ 受益者負担比率

受益者負担比率は、行政サービスの提供に対する受益者の負担する使用料・手数
料の負担の割合をいいます。こちらの比率についても全国平均に近い水準となっ
ています。

本市の連結会計において病院事業が受益者負担比率を引き上げてますが、一般会
計等や全体会計における水準は、全国平均と同じ水準であるため、行政サービス
の対価（使用料・手数料）と行政サービスに係るコストのバランスは一般的な水
準で推移していると考えられます。

（一般会計等、全体会計）

（一般会計等、全体会計）
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甲賀市では、財務書類の作成や財政状況を客観的に表す指標の算定を通して、財政状況を把握

し、健全財政を堅持するための取り組みを進めています。

財政健全化へ向けた甲賀市のこれまでの取り組みとして、職員数の削減（平成20年4月1日

と比較し、令和元年4月1日時点において正規職員154 人の削減）や、公債費負担の軽減を図る

ため市債の繰上償還などを行っています。

令和元年度決算において、財政健全化法に基づく指標は、これまでに実施した高金利な市債

の繰り上げ償還等により実質公債費比率は8.0 ％（直近3ヶ年平均）と前年度比1.1 ポイント改

善しました。しかし、今年度発行による地方債の増加により将来負担比率は65.6 ％となり、前

年度59.6 ％より6.0 ポイントの増加となりました。今後は引き続き実施事業の絞り込みや実施

年度の見直しを行いつつ、交付税措置のある有利な合併特例事業債の活用を図るなど、財政健

全化を進めていきます。

これまでも景気の回復基調が弱く税収は横ばいでしたが、コロナ禍という未曾有の事態を受

け今後は税収の大幅な減少が見込まれます。一方、社会保障関係費を中心に移転費用は着実に

増加していき、財政の硬直化の改善が目下の課題となっています。また、ここ数年で積極的な

公共投資を行ってまいりましたが、既存の公共施設（建物、工作物等）について、経年により

老朽化が進んでいるという現状があります。当市の償却資産の取得価額等に対する減価償却累

計額の割合を示す有形固定資産減価償却率は、それぞれ55.7 ％（一般会計等）、46.3 ％（全

体）、46.3 ％（連結）となっております。今後は公共施設等の老朽化に伴う改修・更新への対

策も必要となりますので、令和2年度に策定した「公共施設等総合管理計画に基づく第1期行動

計画」に基づき、施設の最適化を着実に進めていきます。

様々な課題があるなか、本市では引き続き適時適正な財務書類の公開を行い、市民の皆様の

ご理解を深めて頂けるよう市の財政状態を可視化し、透明性のある自治体運営が行えるよう度

努力してまいります。
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